
 

 

地域における公共交通についてご議論いただいている｢堺市地域公共交通会議｣において、市民委員の任期が､令和 8

年 3月末に満了することに伴い、令和 8年度からの市民委員を募集します。 

 

１．会議の目的 

  この交通会議は、堺市地域公共交通活性化協議会規約第１３条第１項の規定に基づき、生活に必要なバス等の旅客

輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議を行うこと

を目的に設置する。 

２．会議の構成メンバー 

  公共交通事業者、市民、近畿運輸局、道路管理者、交通管理者、学識経験者、堺市など。 

３．会議の開催予定 

  委員任期後の初回の会議の開催は令和 8年夏頃を予定しています（年２回程度）。 

なお、会議は公開で行われ、その内容は開催毎にとりまとめ、ホームページに掲載します。 

４．募集要件 

  下記の要件をいずれも満たされる方が対象です。 

・市内在住・在勤・在学の方 

・会議に継続して参加していただける方 

・任期は令和 8年 4月 1日～令和 10年 3月 31日 

※会議は平日の日中に開催する予定です。謝礼、交通費等の支給はありません。 

５．募集人数 

  ２人 

６．募集期間 

令和 8年 1月 15日（木）～2 月 16日（月） 【必着】 

７．応募方法・応募先 

裏面の応募用紙に住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・メールアドレス（お持ちの方のみ）と 

「堺市の持続可能な地域公共交通にかかる行政・交通事業者・市民の役割について」の論文（800 字程度）をご記入の

上、直接持参か郵送、ＦＡＸ、堺市電子申請システムで堺市交通政策課までお申し込みください。 

※直接持参の場合は、月曜から金曜日（祝日を除く）、午前 9時から午後 5時 30分にお持ちください。 

※必要事項を記載していただければ応募用紙以外での応募でも結構です。 

※ご提出いただいた論文は返却いたしません。 

     〒590-0078 堺市堺区南瓦町３番１号  

堺市建築都市局交通部交通政策課（高層館 16階北側） 

       TEL  072-228-3956   FAX  072-228-8468  E-mail   kosei@city.sakai.lg.jp  

８．参加者の決定・通知 

  ご提出いただいた論文を基に選考させていただきます。ご応募いただいた方には結果を郵送で通知いたします。 

９．その他 

ご提出いただいた個人情報及び論文は厳重に管理し、他の目的には使用しません。 

１０．問合せ先   交通部交通政策課  

mailto:kosei@city.sakai.lg.jp


堺市地域公共交通会議の市民委員応募用紙 

 

 

ふ り が な 

氏   名 
 

年   齢           歳 

住   所 

 

〒    － 

 

勤務地又は 

通学地の住所 

※市外在住の方は必ずご記入ください。 

〒    － 

 

電話番号          －         － 

メールアドレス 

※お持ちの方のみご記入ください 

 

〇堺市の持続可能な地域公共交通にかかる行政・交通事業者・市民の役割について(800字程度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※書ききれない場合は、別紙(様式自由)にご記入いただいて結構です。 


